
 

政
令
第
二
百
三
十
四
号 

 
 

 

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

 

内
閣
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
、
第
八
条
第
四
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
） 

第
一
条 

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
従
業
員 

 

の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

業 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

種 
 

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額  

従
業
員
の
数 

 

一  

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ 

 

ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造
業
を
除
く
。
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
億
円  

 
 
 
 

九
百
人 

 

二  

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
億
円  

 
 
 
 

三
百
人 



 

 
三  

旅
館
業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
千
万
円  

 
 
 
 

二
百
人 

２ 

法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
組
合
及
び
連
合
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

一 

事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
小
組
合
並
び
に
協
同
組
合
連
合
会 

二 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
農
事
組
合
法
人 

三 

漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会 

四 

森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会 

五 

商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会 

六 

商
店
街
振
興
組
合
及
び
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会 

七 

消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会 

八 

生
活
衛
生
同
業
組
合
、
生
活
衛
生
同
業
小
組
合
及
び
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の 

構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
が
五
千
万
円
（
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
一
億
円
）
以
下
の
金
額
を

そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と
す
る
法
人
又
は
常
時
五
十
人
（
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す

る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
百
人
）
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る
も
の 



九 

酒
造
組
合
、
酒
造
組
合
連
合
会
及
び
酒
造
組
合
中
央
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
た
る
酒
類
製
造
業 

者
の
三
分
の
二
以
上
が
三
億
円
以
下
の
金
額
を
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と
す
る
法
人
又
は
常
時
三
百
人

以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る
も
の
並
び
に
酒
販
組
合
、
酒
販
組
合
連
合
会
及
び
酒
販
組
合
中
央
会
で
あ
っ
て
、
そ

の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
た
る
酒
類
販
売
業
者
の
三
分
の
二
以
上
が
五
千
万
円
（
酒
類
卸
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
一
億
円
）

以
下
の
金
額
を
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
と
す
る
法
人
又
は
常
時
五
十
人
（
酒
類
卸
売
業
者
に
つ
い
て
は
、

百
人
）
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
者
で
あ
る
も
の 

 

（
農
商
工
等
連
携
事
業
関
連
保
証
に
係
る
保
険
料
率
） 

第
二
条 

法
第
八
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期
間
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
借
入
れ
の
期
間
を
い
う
。
）
一
年
に
つ
き
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形

割
引
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
形
割
引
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証

（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
は
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越

し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
同
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・



一
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
同
法
第
三
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
流
動
資
産
担
保
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。  

 

（
農
業
改
良
資
金
の
特
例
の
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
） 

第
三
条 

法
第
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
一
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
以
内
と
す
る
。 

 

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
特
例
の
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
） 

第
四
条 

 

法
第
十
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
以
内
と
す
る
。 

３ 

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五

十
一
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
貸
付
金
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
同
令
第
七
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
年
」
と
す
る
。 

 

（
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
の
特
例
） 

第
五
条 

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
資
金
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
沿
岸
漁
業
改
善
資

金
助
成
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
経
営
等
改
善
資
金
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
種
類
の
資 



 

金
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
金
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

資 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金 
 

経
営
等
改
善
資
金
の
種
類 

 

一 
操
船
作
業
を
省
力
化
す
る
た
め
の
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
操
船
作
業
を
省
力
化 

 

す
る
た
め
の
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置
に
必 

 

要
な
資
金 

 

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施 

 

行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第 

 

百
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と 

 

い
う
。
）
第
二
条
の
表
第
一
号 

 

に
掲
げ
る
資
金 

 

二 

漁
ろ
う
作
業
を
省
力
化
す
る
た
め
の
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
漁
ろ
う
作
業
を
省 

 

力
化
す
る
た
め
の
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置 

 

に
必
要
な
資
金 

 

令
第
二
条
の
表
第
二
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 



 

 
三 

 

前
二
号
に
規
定
す
る
機
器
を
駆
動
し
、
又
は
作
動
さ
せ
る
た
め
の
補
機
関
で
あ 

 
 
 

る
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
前
二
号
に
規
定
す
る
措
置
と
相
ま
っ
て
操
船
作
業
又
は 

 
 
 

漁
ろ
う
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
た
め
の
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水 

 
 
 

産
省
令
で
定
め
る
措
置
に
必
要
な
資
金 

 

令
第
二
条
の
表
第
三
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 

 

四 
 

漁
船
に
設
置
さ
れ
る
通
常
の
型
式
の
機
器
又
は
通
常
の
方
式
に
よ
る
機
器
と
比 

 

較
し
て
漁
船
に
お
け
る
燃
料
油
の
消
費
が
節
減
さ
れ
る
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
漁 

 

船
に
お
け
る
燃
料
油
の
消
費
を
節
減
す
る
た
め
の
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の 

 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置
に
必
要
な
資
金 

 

令
第
二
条
の
表
第
四
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 

 

 

五 
 

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
第
三
条
第
一
項
の
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
（
以
下
「 

 

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き 

 

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
種
類
に
属
す
る
水
産
動
植
物
の
養
殖
の
技
術
（
以
下
「 

 

養
殖
技
術
」
と
い
う
。
）
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
養
殖
技
術
を
導
入
す
る 

 

令
第
二
条
の
表
第
五
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 

 

 
 

場
合
に
お
い
て
、
当
該
養
殖
技
術
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿
岸
漁 

 
 



 

 
 

業
経
営
に
必
要
な
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
法
第
四
条
第 

 
 

二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置
に
必
要
な
資
金 

 

 

六 
 

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
水
産
資
源
の
管
理
に
関
す
る
取
決
め
を
締
結
し
て
農
林 

 

水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
水
産
資
源
を
合
理
的
か
つ
総
合
的
に
利
用
す 

 

る
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
（
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
と
併
せ
行
う
水
産
物
の 

 

合
理
的
な
加
工
方
式
の
導
入
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う 

 

場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿 

 

岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
法
第
四 

 

条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置
に
必
要
な
資
金 

 

令
第
二
条
の
表
第
六
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 

 

 

七 
 

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
漁
場
の
保
全
に
関
す
る
取
決
め
を
締
結
し
て
農
林
水
産 

 

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
養
殖
業
の
生
産
行
程
を
総
合
的
に
改
善
す
る
漁
業 

 

生
産
方
式
の
導
入
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
を
支
援 

 

す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
沿
岸
漁 

 

令
第
二
条
の
表
第
七
号
に
掲
げ 

 

る
資
金 

 



 
 

業
経
営
に
必
要
な
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
措
置 

 
に
必
要
な
資
金 

 
 

２ 

法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
資
金
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
当
該
資
金
に
係
る
同 

項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
及
び
同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
資
金
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中 

欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

 
 

資 
 

 
金 

 
 

の 
 

 

種 
 

 

類 
 

償
還
期
間 

据
置
期
間 

 

一 
 

令
第
二
条
の
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
金 

 

九
年
以
内 

三
年
以
内 

 

二 
 

令
第
二
条
の
表
第
五
号
に
掲
げ
る
資
金 

 

五
年
以
内 

三
年
以
内 

 

三 
 

令
第
二
条
の
表
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
資
金 

 

十
二
年
以
内 

五
年
以
内 

 
 

 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

第
五
条
第
一
項
の
表
中
小
企
業
経
営
支
援
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
及
び
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事

業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
三
項
」
を
「
、
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源

を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
三
項
及
び
中
小
企
業
者
と
農
林
漁

業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項 

」
に
改
め
る
。 

 


